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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部構造上面と上部構造下面との間に免震機構として配設される、上下に直交したコロ
を有する免震装置において、コロ交差部分におけるコロの接触部以外の外側を、上下のコ
ロの回転を許容し当該コロの直交角度を拘束するＵ型断面の鋼板製の拘束材を装着した、
コロ直交角度の固定機構を具備した免震装置。
【請求項２】
　線状の鋼材と円筒材の各々の両端部を支持する持ち送り材を、下部構造上面か上部構造
下面に対設して固定するとき、円筒材の持ち送り材は円筒材の上下動を許容する支持穴を
もち、円筒材は外側円筒材を回転可能、かつ上部構造の水平変位に備え、該変位幅と外側
円筒材長さ以上の円筒材長さを保って遊嵌し、外側円筒材に線状の鋼材を巻き付け、両端
を円筒材と直交し相反する向きに向け持ち送り材に固定するとき、該持ち送り材の固定位
置は外側円筒材から上部構造の水平変位幅以上となる減衰機構を具備した請求項１に記載
の免震装置。
【請求項３】
　請求項２の減衰機構において、円筒材の外径と外側円筒材の内径との間に空隙を設けた
請求項２に記載の免震装置。
【請求項４】
　請求項２の減衰機構において、円筒材の持ち送り材に具備する支持穴と円筒材の外径と
の間に水平方向の空隙を設けた請求項２に記載の免震装置。
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【請求項５】
　請求項２の減衰機構において、線状の鋼材の軸方向断面積を連続的に変化させた請求項
２ないし請求項４のいずれかに記載の免震装置。
【請求項６】
　請求項２の減衰機構において、線状の鋼材を左巻き本数と右巻き本数を同数とするか、
又は、線状の鋼材の左巻き方向、右巻き方向の軸方向抵抗力が同一となる断面積を有する
請求項２ないし請求項５のいずれかに記載の免震装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特願２００６－５３９１４３で提案している免震装置において、コロ形式の
上下に直交するコロ支承機構における、上下コロの直交角度の固定機構、並びに、減衰力
を制御抑制する機能を有するダンパー形式の減衰機構を、前記免震装置に付与した技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　地震による構造物の損壊を免れるには、構造物を強固に作る方法が最良であるとされて
いたが、如何に構造物を強固にしても構造物の揺れを抑制しない限り、家財の転倒落下等
によって身体が受ける危険は避けられない。
【０００３】
　これを解決する方法として地盤から受ける揺れを吸収するために、基礎などの下部構造
と免震対象構造物である上部構造に分け、両構造物の間に支承機能・位置復帰機能・減衰
機能を構築し、免震装置とし構造物を揺れなくすることが有効であることが知られている
。
【０００４】
　免震装置は各種開発されているが、住宅等の軽量構造物から大型構造物までの汎用性を
もって利用できる装置は少なく、汎用性のある装置の開発が望まれている。
【０００５】
　既存の装置は使用材料がゴム・鉛・合成油・合成樹脂・鋼材等を用い高度な技術を要す
る他、劣化する材料が含まれていたり、機構が内部構造を持ち部品の精度も精密性を必要
とする他、特定の製造業者、特定の材料を必要としたり、高度な加工技術や特殊な工作機
械が必要である事が多く製造量も少ないため高価となり普及していない、又、長期に亘る
使用期間において専門的視点からの点検部品交換等も必要となる他、内部構造の点検はで
きにくく維持管理上も好ましくない。
【０００６】
　大地震域の水平力が及ぶ免震構造物に、ダンパーなどにより減衰機能を与えないと免震
構造物は逸走し、過度もしくは不安定な揺れを起こすこともあるので、通常免震装置には
減衰機構を備えている。
【０００７】
　既存の減衰機構は一般的に対象とする最大地震域のエネルギー吸収量を基準とした減衰
能力を持っているので、小さな地震力に対しては、大地震を基にした減衰能力では過大と
なり、減衰機能とは相対的な機能である支承機構の持つ水平力緩衝機能が阻害されるので
、小さな地震の場合に免震装置を設置しているにも関わらず、減衰能力の過大さから構造
物が揺れる結果となり解決策が望まれている。
【０００８】
　このような揺れを回避するためには、地震の大きさに対応して、減衰力を制御抑制する
必要があるが、機械的に減衰力を簡易に制御抑制する方法は確立されていない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
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【非特許文献１】国土交通省住宅局他、「免震建築物の技術基準解説及び計算例とその解
説」工学図書（株）、平成１２年１２月２０日発行Ｐ－１１～１２　写真４ないし６
【非特許文献２】日本建築構造技術者協会偏、「応答制御構造設計法」　彰国社　Ｐ－３
１０～３１９　図表と写真
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　免震装置の、支承機構であるＸ・Ｙ方向の上下に重なって直交しているコロ相互の水平
接触面での捩れを防止し、コロの直交角度を保ち減衰機構の安定的作動に資する機構を備
えた免震装置を提供することを第１の課題とすると共に、前記減衰機構の減衰力を機械的
に制御抑制できる作動原理を究明し、免震装置における新たな形式の減衰機構を提供する
ことを第２の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は課題１を解決するために、上下に重なって直交するコロ（３）と（４）の直交
角度を保つ為に、コロ（３）と（４）の転動を許容する僅かな空隙をもつが、直交角度の
変位は許容しないＵ型断面を持つ鋼板製の拘束材（９）と（１０）を、コロ（３）と（４
）に、上下から直交部分にＵ型断面の解放側を対面的にかぶせ、該解放側先端部分を外側
に直角に折り曲げ、折り曲げ面に４本の結合ボルト用の孔を開け、拘束材（９）と（１０
）の接触面を堅固に結合ボルト（１１）によって結合し、コロ（３）と（４）の捩れを防
止できる直交角度固定機構によって減衰機構の作動環境を整えた。　「請求項１」
【００１２】
　課題２を解決するために上記固定機構を備えた免震装置における減衰機構の構成は、塑
性材である線状の鋼材（１４）を外側円筒材（１３）に巻き付け、線状の鋼材（１４）と
外側円筒材（１３）が相対的に変位することによる、線状の鋼材（１４）の変形に伴うエ
ネルギー吸収機能により減衰力を得られるようにした。　「請求項２」
【００１３】
　上記減衰機構の追加機能として、前記線状の鋼材（１４）と外側円筒材（１３）の相対
的変位に、空隙（２１）と（２２）を設け、円筒材（１２）に空走区間を与え下部構造（
１）と上部構造（８）の間の水平変位エネルギー伝達を遮断し、外側円筒材（１３）に巻
き付けた線状の鋼材（１４）の変形を止めエネルギー吸収機能を解除しエネルギー吸収の
抑制を図った。　「請求項３・４」
【００１４】
　また、線状の鋼材（１４）の軸方向断面積を変化させることによってエネルギー吸収量
を変化させて制御する方法。　「請求項５」
【００１５】
　更に、線状の鋼材（１４）を右巻き、左巻き本数を同数とするか、又は、左巻き、右巻
き方向の軸方向抵抗力が同一となる断面積とする方法によって、取り付け時に外側円筒材
（１３）に作用する偶力を除き外側円筒材の捩れを止め減衰機構の作動環境の安定を図っ
た。　「請求項６」
【発明の効果】
【００１６】
　以上の通り本発明による免震装置に適用して有用なコロの直交角度固定機構、並びに、
減衰機構は簡易な仕組みで構成され使用素材も鋼材に統一され、部品の形状も簡易であり
複雑な形状や内部構造をもたない、従って、製造時には汎用工作機械を用いて市販規格鋼
材を切断、曲げ、溶接、防錆メッキ加工して軽量構造物から大型構造物まで、汎用性をも
って容易に製造できる構造である。
【００１７】
　しかも上記構成部材には、劣化する材料、高価な材料、特殊な工作機械や特殊な工程、
特定の材料業者、特定の製造業者等の協力は必要としないので、極めて安価に製造できる
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。
【００１８】
　又、本発明装置の使用開始後は構成部品の劣化、機能の低下もなく、部品の交換なども
通常必要ない、装置の作動状態も外観目視により確認可能であり、長期に亘り安定的に機
能が維持されなければならない免震装置に求められる、各種要求を充分に満たすことがで
きるので、構造物に設置されるなら、地震災害の防止に効果が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】は本発明の実施形態を表すＸ～Ｘ断面図を示す。
【図２】は免震装置の主要部材の取付け状況を示す平面図を示す。
【図３】はコロ拘束材の取付け状態を示す直交角度固定機構平面詳細図を示す。　（請求
項１）
【図４】はコロ直交角度固定機構Ａ～Ａ断面図を示す。　　　　　（請求項１）
【図５】はコロ直交角度固定機構部材組み立て斜視図を示す。　　（請求項１）
【図６】は減衰機構の主要部材の取付け位置を示す平面詳細図を示す。
【図７】は減衰機構の主要部材の取付け位置を示すＢ～Ｂ断面図を示す。
【図８】は円筒材と持ち送り支持材の支持穴を示す。　　　　　　（請求項２）
【図９】は円筒材と外側円筒材の空走用空隙（２１）を示す。　　（請求項３）
【図１０】は円筒材と持ち送り支持材の支持穴の空走用空隙（２２）を示す。　（請求項
４）
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本件発明を実施する形態を図１～図１０に基づいて説明する。
【００２１】
　図１に示す上部構造（８）が水平方向に変位したとき、支承機構である上下に直交した
コロ（３）と（４）はそれぞれ負担する方向、ＸとＹの方向に転動し水平力を緩衝する、
この時上部構造に偏心力が作用すると、図２に示すコロ（３）と（４）の直交角度は捩ら
れ、減衰機構である円筒材（１２）外側円筒材（１３）と線状の鋼材（１４）の交差角度
も捩られ、減衰機構の作動に支承を及ぼすので、図５に示す支承機構である、上下に重な
って直交するコロ（３）と（４）の直交角度を保つ為に、コロ（３）と（４）の転動を許
容する僅かな空隙をもつが直交角度の変位は許容しないＵ型断面を持つ鋼板製の拘束材（
９）と（１０）を、コロ（３）と（４）に上下から直交部分にＵ型断面の解放側を直交す
る向きに対面的にかぶせ、該解放側先端部分を外側に直角に折り曲げ、折り曲げ面に４本
の結合ボルト用の孔を開け、拘束材（９）と（１０）の接触面を堅固に結合ボルト（１１
）によって結合し、コロ（３）と（４）の直交角度固定機構とし、減衰機構である図６に
示す円筒材（１２）に対して線状の鋼材（１４）の軸方向が直角となり、図９に示す円筒
材（１２）と外側円筒材（１３）の空隙（２１）、図１０に示す円筒材（１２）と支持材
（１５）の取付け支持穴（２２）の各接触面の均衡を確保して、減衰機構の安定的作動の
条件を整えた。
【００２２】
　上部構造（８）に作用する水平力によって、下部構造（１）と上部構造（８）が相対的
に水平方向に変位するとき、図６ないし図８に示す下部構造に固定した持ち送り支持材（
１５）は凹型コロ受け（２）（６）上を転動するコロ（３）（４）によって、上部構造と
下部構造が垂直方向に変位する時の、円筒材（１２）の上下動に必要な垂直方向の空隙を
備えた取付け支持穴（２０）を持って、円筒材（１２）を支持し、円筒材（１２）ないし
外側円筒材（１３）と上部構造に固定した、持ち送り支持材（１６）と外側円筒材（１３
）に巻き付けた線状の鋼材（１４）の部材の間にも水平変位が起こる、このとき外側円筒
材（１３）に巻き付く、線状の鋼材（１４）は、１端は円形から直線状態に、他端は直線
から円形状態に変形しエネルギー吸収作用が生じる、この水平力からエネルギー吸収作用
を機械的に発生させる機構を基本減衰機構とし。
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【００２３】
　図９、図１０に示す空隙（２１）（２２）と円筒材（１２）の空走作用を基本減衰機構
に加えた、該空走作用とは、上部構造（８）に生じる小さな地震の水平力に対して、基本
減衰機構に備わるエネルギー吸収量が水平力の持つエネルギー量を上回るとき、上部構造
（８）は水平力の持つエネルギー量が減衰機構のもつエネルギー吸収量を越えるまで揺れ
る、この揺れを回避するためには、線状の鋼材（１４）に伝達される地震エネルギーを遮
断する方法が考えられ、水平力の伝達機構である内側円筒材（１２）ないし支持材（１５
）の間に、水平力遮断のための空走用空隙（２１）と（２２）を創成して、該空隙部分を
円筒材（１２）が水平方向に空走する間、減衰機能を解除して外側円筒材（１３）が回転
力を受けないようにし、線状の鋼材（１４）のエネルギー吸収を抑制した、これによって
該空隙間を振幅する小さな地震については減衰機能が及ばず、支承機構による水平力緩衝
機能だけが作用する状態を創出し、小さな地震域の振幅に対して減衰力を機械的に抑制す
る機能を基本減衰機構に加え、目的とする小さな地震の揺れを抑制できる減衰機構とした
。
【００２４】
　下部構造（１）と上部構造（８）が相対的に水平方向に変位するとき、線状の鋼材（１
４）と外側円筒材（１３）の巻き付け部分に生じるエネルギー吸収の基本減衰機構に対し
、線状の鋼材（１４）の軸方向の断面積を連続的に変化させることによって、線状の鋼材
（１４）のエネルギー吸収量に連続的変化を与えることができ、線状の鋼材（１４）の軸
方向の振幅幅に応じて減衰力を機械的に制御する機能が得られ、これを基本減衰機構に加
えた。
【００２５】
　図６に示す線状の鋼材（１４）が奇数の場合、該線状の鋼材が外側円筒材（１３）に巻
き付く交差部分において、線状の鋼材が相反する軸方向に向き１直線上にないために、取
り付け時に偶力が起こり、この偶力によって外側円筒材（１３）に捩れを生じるので、偶
力を相殺する為に線状の鋼材（１４）を右巻き本数、左巻き本数を同数用いるか、又は、
左巻き、右巻き方向の軸方向抵抗力が同一となる断面積とすることによって、偶力の影響
を除き基本減衰機構の作動環境を整えた。
【００２６】
　以上、本実施例のごとく、本発明は簡潔な構造であるが、減衰機構の減衰力を機械的に
抑制制御する構成を簡易な方法によって満たした新たな形式の減衰機構である。
【符号の説明】
【００２７】
　１・・・は下部構造の基礎を示す。
　２・・・は凹型コロ受け（下）を示す。
　３・・・はコロ（下）を示す。
　４・・・はコロ（上）を示す。
　５・・・は突起板を示す。
　６・・・は凹型コロ受け（上）を示す。
　７・・・は上部構造の架台を示す。
　８・・・は上部構造の構造物を示す。
　９・・・はコロ拘束材（下）を示す。
　１０・・はコロ拘束材（上）を示す。
　１１・・はコロ拘束材結合ボルトを示す。
　１２・・は円筒材を示す。
　１３・・は外側円筒材を示す。
　１４・・は線状の鋼材を示す。
　１５・・は円筒材１２の持ち送り支持材を示す。
　１６・・は線状の鋼材１４の持ち送り支持材を示す。
　１７・・は「請求項４」の持ち送り支持材１５に具備する支持穴を示す。
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　１８・・は円筒材１２の外端部に固定する持ち送り支持材１５からの脱落防止材を示す
。
　１９・・は持ち送り支持材１５と基礎の固定ボルトを示す。
　２０・・は「請求項２」と「請求項３」の持ち送り支持材１５に具備する支持穴を示す
。
　２１・・は「請求項３」の円筒材１２と外側円筒材１３の間の空走用空隙を示す。
　２２・・は「請求項４」の持ち送り支持材１５の支持穴１７と円筒材１２の間の空走用
空隙を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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